
第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

 （注）１．「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる」旨定款第６条但書に定めておりま
す。 

２．平成19年５月28日に実施いたしました自己の株式の取得及び消却により、普通株式261,041株が減少いたし
ました。 

３．平成19年８月16日から平成19年９月６日にかけて自己の株式214,900株を取得し、平成19年９月28日にその
すべてを消却したことにより、普通株式214,900株が減少いたしました。 

４．平成20年６月26日開催の第６期定時株主総会において、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律」(平成17年法律第87号）第88条の規定に基づく端数等無償割当ての件及び定款等一部変更の件が決議さ
れておりますので、平成21年1月に施行が予定されている「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための
社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行日の前日を効力発生日
として、発行可能株式総数は以下のとおりになります。 

  なお、上記の効力発生日までに、株式の消却があった場合には、定款第６条但書の規定に基づき、これに相
当する株式の数の1,000倍の数を上記効力発生日における定款に規定されている発行可能株式総数から減じ
るものとします。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 24,392,259 

第十一種の優先株式 1,398,500 

第十二種の優先株式 1,500,000 

第十三種の優先株式 1,500,000 

計 28,790,759 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 24,392,259,000 

第十一種の優先株式 1,398,500,000 

第十二種の優先株式 1,500,000,000 

第十三種の優先株式 1,500,000,000 

計 28,790,759,000 

8411/2008年-71-



②【発行済株式】 

(注）１．米国預託証券（ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。 
   ２．第十一回第十一種優先株式の大要は次のとおりであります。 

(1）優先配当金 
① 優先配当金 
 毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主または普通株式の端株主に先立ち、優先株式１株につき
年20,000円の優先配当金を支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当
該優先中間配当金を控除した額とする。 
② 非累積条項 
 ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足
額は翌事業年度以降に累積しない。 
③ 非参加条項 
 優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。 
④ 優先中間配当金 
 中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主または普通株式の端株主に先立
ち、優先株式１株につき10,000円の優先中間配当金を支払う。 

(2）残余財産の分配 
 残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主または普通株式の端株主に先立ち、優先株式１株
につき1,000,000円を支払う。優先株主に対しては、上記1,000,000円のほか、残余財産の分配を行わない。
(3）優先株式の取得請求 
① 取得請求期間 
 平成20年７月１日から平成28年６月30日までとする。 
② 当初取得価額 
 当初取得価額は、平成20年７月１日における普通株式の時価とする。ただし、当該価額が50,000円を下
回る場合は、50,000円とする。上記「時価」とは、平成20年７月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終
値のない日数を除く。）とする。 
(注）第十一回第十一種優先株式の当初取得価額は平成20年６月９日に536,700円と決定され,公表されてお

ります。 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
(平成20年３月31日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成20年６月27日) 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 
（注）１ 11,396,254.66 同左 

東京証券取引所 
（市場第一部） 
大阪証券取引所 
 （市場第一部） 

 ニューヨーク証券取引所 

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式       
  (注）１． 

第十一回 
第十一種 
優先株式 

943,740 同左 非上場 （注）２． 

第十三回 
第十三種 
優先株式 

36,690 同左 非上場 （注）３． 

計 12,376,684.66 同左  ― ― 
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③ 取得価額の修正 
 取得価額は、平成21年７月１日以降平成27年７月１日までの毎年７月１日（以下それぞれ「取得価額修
正日」という。）における普通株式の時価が、当該取得価額修正日の前日に有効な取得価額を下回る場合
には、当該取得価額修正日をもって当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時価が当初取得価額
の60％に相当する金額または50,000円を下回る場合には、その高い方の金額（以下「下限取得価額」とい
う。）を修正後取得価額とする。上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30
取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値
（終値のない日数を除く。）とする。 
④ 取得価額の調整 
 取得価額は、当社が優先株式発行後、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場
合その他一定の場合には、次の算式により調整される。 

 また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。 
⑤ 取得と引換えに交付すべき普通株式数 
 優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

(4）優先株式の一斉取得 
 平成28年６月30日までに取得請求のなかった優先株式は、平成28年７月１日（以下「一斉取得日」とい
う。）をもって取得し、これと引換えに１株につき、1,000,000円を普通株式の時価で除して得られる数の
普通株式を交付する。上記「時価」とは、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引
所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除
く。）とする。この場合、当該時価が下限取得価額（ただし、その価額が50,000円を下回る場合は50,000円
とする。）を下回るときは、1,000,000円を当該下限取得価額で除して得られる数の普通株式となる。上記
普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは会社法第234条の規定によりこれを取扱
う。 
(5）議決権条項 
 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が
定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその
総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。 
(6）株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等 
 優先株式について、株式の併合または分割を行わず、また優先株主に対しては、株式無償割当てを行わな
い。 
 優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ
る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。 
(7）優先順位 
 各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。 

３．第十三回第十三種優先株式の大要は次のとおりであります。 
(1）優先配当金 
① 優先配当金 
 毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主または普通株式の端株主に先立ち、優先株式１株につき
年30,000円の優先配当金を支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当
該優先中間配当金を控除した額とする。 
② 非累積条項 
 ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足
額は翌事業年度以降に累積しない。 
③ 非参加条項 
 優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。 
④ 優先中間配当金 
 中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主または普通株式の端株主に先立
ち、優先株式１株につき15,000円の優先中間配当金を支払う。 

       
既発行 
普通株式数 

＋ 

新規発行・ 
処分普通株式数 

× １株当たりの払込金額 

調整後 
取得価額 

＝ 
調整前 
取得価額 

× 
１株当たりの時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 

取得と引換えに交付 
すべき普通株式数 

＝ 
優先株主が取得請求のために提出した優先株式の払込金額の総額 

取得価額 
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(2）残余財産の分配 
 残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主または普通株式の端株主に先立ち、優先株式１株
につき1,000,000円を支払う。優先株主に対しては、上記1,000,000円のほか、残余財産の分配を行わない。
(3）取得条項 
 平成25年４月１日以降、株主総会の決議で別に定める日に、下記に定める取得価額で、優先株式の全部ま
たは一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選または按分比例の方法により行う。取得価額
は、１株につき1,000,000円に優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初
日および取得日を含む。）で日割計算した額を加算した額とする。ただし、当該事業年度において優先中間
配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 
(4）議決権条項 
 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が
定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその
総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。 
(5）株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等 
 優先株式について、株式の併合または分割を行わず、また優先株主に対しては、株式無償割当てを行わな
い。 
 優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ
る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。 
(6）優先順位 
 各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。 

（２）【新株予約権等の状況】 
 該当ありません。  

（３）【ライツプランの内容】 
          該当ありません。 
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．発行済株式総数1,248,537.96株の増加は、平成15年７月１日から平成16年３月31日における第十二回第十一種
優先株式の普通株式への転換により、当該優先株式が96,000株減少し、普通株式が1,344,537.96株増加したこ
とによるものであります。 

２．平成16年８月31日に実施した自己株式買受けによる取得及び消却により、第一回第一種優先株式33,000株及び
第九回第九種優先株式107,000株が減少いたしました。また、平成16年４月１日から平成17年３月31日におけ 

   る第十二回第十一種優先株式の普通株式への転換請求により、当該優先株式5,500株が減少し、普通株式 
77,030.82株が増加となりました。その結果、発行済株式総数は、68,469.18株減少しました。 

  また、資本準備金1,367,644百万円の減少は、旧商法第289条第２項に基づき、平成16年６月25日開催の定時株
主総会の決議をもって、同額をその他資本剰余金に振替えたことによるものです。 

３．平成17年３月７日に自己株式買受けにより取得しておりました第二回第二種優先株式38,600株、第八回第八
種優先株式65,700株及び第九回第九種優先株式33,000株につきましては、平成17年７月20日に実施いたしま
した自己株式の消却により、それぞれ同数減少いたしました。また、平成17年8月29日に実施いたしました
自己株式買受けによる取得及び消却により、第二回第二種優先株式61,400株、第三回第三種優先株式
100,000株、第八回第八種優先株式59,300株及び第十回第十種優先株式140,000株が減少いたしました。さら
に、平成17年10月12日に実施いたしました強制償還権の行使による自己株式の取得及び消却により、第七回
第七種優先株式125,000株が減少いたしました。その結果、発行済株式総数は、623,000株減少いたしまし
た。                      

４．平成18年７月４日に実施いたしました自己の株式の取得及び消却により、第四回第四種優先株式150,000株
及び第六回第六種優先株式150,000株が減少いたしました。また、平成18年７月７日に実施いたしました自
己の株式の取得及び消却により、普通株式131,800株が減少いたしました。その結果、発行済株式総数は、
431,800株減少いたしました。  

５．平成19年５月28日に実施いたしました自己の株式の取得及び消却により、普通株式261,040.83株が減少いた
しました。また、平成19年８月16日から平成19年９月６日にかけて自己の株式214,900株を取得し、平成19
年９月28日にそのすべてを消却したことにより、普通株式214,900株が減少いたしました。その結果、発行
済株式総数は、475,940.83株減少いたしました。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金 
増減額 
（百万円） 

資本金 
残高 

（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日 
 （注）１． 

1,248,537.96 13,975,894.67 ─ 1,540,965 ─ 1,752,885 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 
 (注) ２． 

△68,469.18 13,907,425.49 ─ 1,540,965 △1,367,644 385,241 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
 (注) ３． 

△623,000.00  13,284,425.49  ─  1,540,965 ― 385,241 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日  
（注）４． 

△431,800.00  12,852,625.49  ―  1,540,965 ― 385,241 

平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日  
（注）５． 

△475,940.83  12,376,684.66  ―  1,540,965 ― 385,241 
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（５）【所有者別状況】 
① 普通株式 

 （注）１．自己株式3,963.82株は「個人その他」に3,963株、「端株の状況」に0.82株含まれております。なお、自己
株式3,963.82株は、株主名簿上の株式数でありますが、平成20年３月31日現在の実保有株式数と同数であり
ます。 

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、424株含まれております。 

② 第十一回第十一種優先株式 

③ 第十三回第十三種優先株式 

平成20年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況
（株） 政府及び地

方公共団体 金融機関 金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 258 472 132 11,159 814 204 346,878 359,917 ― 

所有株式数
（株） 

8,760 4,059,487 200,827 2,207,128 3,030,214 934 1,867,448 11,374,798 21,456.66 

所有株式数の
割合（％） 

0.08 35.69 1.76 19.40 26.64 0.01 16.42 100.00 ― 

平成20年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 金融機関 金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― 8 6 1,983 25 ― 131 2,153 ― 

所有株式数
（株） 

― 108,590 9,760 591,960 226,580 ― 6,850 943,740 ― 

所有株式数の
割合（％） 

― 11.51 1.03 62.72 24.01 ― 0.73 100.00 ― 

平成20年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 金融機関 金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― ― ― 45 2 ― 2 49 ― 

所有株式数
（株） 

― ― ― 25,620 11,000 ― 70 36,690 ― 

所有株式数の
割合（％） 

― ― ― 69.83 29.98 ― 0.19 100.00 ― 
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（６）【大株主の状況】 
① 普通株式 

 （注) ヒーロー アンド カンパニーは、米国預託証券(ADR）発行のため預託された株式の名義人であります。 

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株) 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託
口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 700,643.00 6.14 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 595,358.00 5.22 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 279,158.00 2.44 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口
４） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 226,316.00 1.98 

バンク オブ ニューヨー
ク ジーシーエム クライ
アント アカウント ジエ
イピーアールデイ アイエ
スジー エフイーエイシー
（常任代理人 三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行）    

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET  
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM  
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 

194,330.00 1.70 

モルガン・スタンレー・ア
ンド・カンパニー・インタ
ーナショナル・ピーエルシ
ー（常任代理人 モルガン・
スタンレー証券株式会社）   

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,      
LONDON E14 4QA ENGLAND 
(東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号） 

144,106.00 1.26 

みずほ信託 退職給付信託 
明治安田生命保険口 再信
託受託者 資産管理サービ
ス信託 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 137,000.00 1.20 

ヒーロー アンド カンパ
ニー（常任代理人 みずほ
コーポレート銀行）  

101 BARCLAY STREET ADR DEPT 22 WEST  
NEW YORK, NY 10286 USA. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

133,558.00 1.17 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  132,630.76 1.16 

ドイチェバンク アーゲー 
ロンドン ６１０（常任代
理人 ドイツ証券株式会
社） 

TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT 
AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY  
（東京都千代田区永田町二丁目11番１号） 

101,270.00 0.88 

計 － 2,644,369.76 23.20 
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② 優先株式 

 （注）優先株式につきましては、第十一回第十一種及び第十三回第十三種優先株式の合計を記載しております。 

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株) 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ドイチェバンク アーゲー 
ロンドン ６１０（常任代 
理人 ドイツ証券株式会社） 

TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT  
AM MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
（東京都千代田区永田町二丁目11番１号） 

48,630 4.96 

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナ
ショナル・ピーエルシー（常
任代理人 モルガン・スタン
レー証券株式会社） 

 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, 
 LONDON E14 4QA ENGLAND 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号） 

32,795 3.34 

ユービーエス エージー ロ
ンドン アカウント アイ 
ピービー セグリゲイテッド 
クライアント アカウント
（常任代理人 シティバンク
銀行） 

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL  
SWITZERLAND 
（東京都品川区東品川二丁目３番14号） 

27,045 2.75 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 27,000 2.75 

ビーエヌピー パリバ  ロ
ンドン ブランチ フォー 
ビーエヌピーピーピービー 
エボトック（常任代理人 香
港上海銀行） 

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA 
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 25,600 2.61 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 25,000 2.54 

モルガン・スタンレー アン
ド カンパニー インク（常
任代理人 モルガン・スタン
レー証券株式会社） 

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK  
10036, U.S.A． 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号） 
  

19,290 1.96 

リーマン ブラザーズ イン
ターナショナル（ヨーロッ
パ）（常任代理人 リーマ
ン・ブラザーズ証券株式会
社） 

25 BANK STREET LONDON E14 5LE 
ENGLAND  
（東京都港区六本木六丁目10番１号） 
  

19,260 1.96 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 19,000 1.93 

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 15,000 1.52 

計 － 258,620 26.37 
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（７）【議決権の状況】 
①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が424株含まれております。また、「議
決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数424個が含まれております。 

  
②【自己株式等】 

 （注）上記のほか、相互保有株式として、株主名簿上はみずほインベスターズ証券株式会社名義となっておりますが実
質的には所有していない当社株式が１株（議決権の数１個）あります。 
なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めております。

平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式  優先株式980,430  ─ 
優先株式の内容は、
「１．株式等の状
況」の「(1）株式の
総数等」の「② 発
行済株式」の注記に
記載されておりま
す。 

 

第十一回第十一種優先株式 943,740 ─ 

第十三回第十三種優先株式 36,690 ─ 

議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─ 

議決権制限株式（その他） ─ ─ ─ 

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式    11,153 ─ 
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式 

完全議決権株式（その他）  普通株式11,363,645 11,363,645 同上 

端株  普通株式    21,456.66 ─ ─ 

発行済株式総数       12,376,684.66 ─ ─ 

総株主の議決権 ─ 11,363,645 ─ 

平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称 所有者の住所 自己名義所有株

式数（株） 
他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％） 

株式会社みずほフ
ィナンシャルグル
ープ 

東京都千代田区大手
町一丁目５番５号 

     3,963        ― 3,963 0.03 

新光証券株式会社 
東京都中央区八重洲
二丁目４番１号 

     7,190        ― 7,190 0.06 

計 － 11,153 ―  11,153 0.09 
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（８）【ストックオプション制度の内容】 
当社の取締役、監査役および執行役員に対する退職慰労金制度を廃止したことに伴い、会社法第361条の規定に
基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬に
ついて、平成20年６月26日の定時株主総会において決議しております。 

（注）１.上記と同内容の新株予約権を、当社の執行役員、並びに株式会社みずほ銀行及び株式会社みずほコーポレート
銀行の取締役及び執行役員に対しても付与することを予定しております。    

２.取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる新株予約権の年間総数500個を、毎年定時株主総会の日から
１年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限としております。 
各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」といいます。）が調整された場合には、調整後付与
株式数に上記取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる新株予約権の上限数を乗じた数を上限として
おります。 
付与株式数は１株とします。      
なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式無償割当て、端数等無償割当て、株式併合を行う場合には、次
の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てることとしてお
ります。       
 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式無償割当て、端数等無償割当て、株式併合の比率 
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができることとしております。 

決議年月日 平成20年６月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役（社外取締役を除く。）（注）１． 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

株式の数 

年間総数500株を、毎年定時株主総会の日から１年以内
の日に取締役(社外取締役を除く。）に対して発行する
新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式数の上限としております。 （注）２． 

新株予約権の行使時の払込金額 
各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付
与株式数を乗じた金額としております。 

新株予約権の行使期間 
新株予約権の割当日から20年以内の範囲で、当社取締役
会において定めることとしております。 

新株予約権の行使の条件 

当社の取締役の地位を喪失した時点以降、新株予約権を
行使できるものとする等、新株予約権の行使の条件につ
いては、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役
会において定めることとしております。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要することとしております。 

代用払込みに関する事項  該当ありません。 

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当ありません。 
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２【自己株式の取得等の状況】 
【株式の種類等】 会社法第163条及び第156条の規定に基づく子会社からの普通株式の取得並びに会社法第165条及

び第156条の規定に基づく普通株式の取得並びに旧商法第220条ノ６第１項の規定及び会社法の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律第86条の規定に基づく端株の買取請求による普通株式 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 
     該当ありません。  
  
（２）【取締役会決議による取得の状況】 

 （注）概算2,007億円（平成19年５月23日（水）の東京証券取引所における当社普通株式の終値に取得する株式の総数を
乗じた金額） 

  

 （注）当期間における取得自己株式数には、平成20年6月10日からこの有価証券報告書提出日までに取得したものは含ま
れておりません。 

区分 株式数（株） 価額の総額（億円） 

取締役会（平成19年５月22日）での決議状況 
（取得期間 平成19年５月28日～平成19年５月28日） 

261,040 － (注）  

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 261,040 2,211 

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ― 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― ― 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合（％） ― ― 

区分 株式数（株） 価額の総額（億円） 

取締役会（平成19年５月22日）での決議状況 
（取得期間 平成19年６月１日～平成19年11月30日） 

上限 250,000 上限 1,500 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 214,900 1,499 

残存決議株式の総数及び価額の総額 35,100 0 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 14.04 0.03 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合（％） 14.04 0.03 

区分 株式数（株） 価額の総額（億円） 

取締役会（平成20年５月15日）での決議状況 
（取得期間 平成20年６月10日～平成20年11月30日） 

上限 600,000  上限 1,500  

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 ― ― 

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ― 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― ― 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合（％） 100.00 100.00 
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（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式数には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの端株の買取りによる
ものは含まれておりません。  

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）１ 当期間における保有自己株式数には、平成20年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの端株の買取りに
よるものは含まれておりません。 

    ２ 当事業年度及び当期間とも、端株の売渡請求による売渡しであります。 
なお、当期間における端株の売渡請求による処理状況には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出
日までの端株の売渡しによるものは含まれておりません。 

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円） 

当事業年度における取得自己株式 713.30 510 

当期間における取得自己株式 59.53 28 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 処分価額の総額 
（百万円） 株式数（株） 処分価額の総額 

（百万円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 475,940.83 371,055 ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
た取得自己株式 

― ― ― ― 

その他 
（注）２ 

162.21 98 22.49 10 

保有自己株式数 3,963.82 ― 4,000.86 ― 
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【株式の種類等】 旧商法第210条の規定に基づく定時株主総会決議による優先株式の取得及び会社法第156条第1項
の規定に基づく株主総会決議による優先株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 
  

（２）【取締役会決議による取得の状況】 
   該当ありません。 
  
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 
  該当ありません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）当事業年度前において取得した第四回第四種優先株式及び第六回第六種優先株式につきましては、当事業年度前
において、すべて消却しております。 

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（億円） 

株主総会（平成18年6月27 
日）での決議状況 
(取得期間 平成18年6月27 
日～平成19年6月26日） 

第四回第四種優先株式  上限150,000 上限3,071 

第六回第六種優先株式  上限150,000 上限3,063  

 ─     上限300,000   上限6,134  

当事業年度前における取得
自己株式 

第四回第四種優先株式  150,000  3,018 
第六回第六種優先株式  150,000  3,016  

 ─ 300,000  6,034  

当事業年度における取得自
己株式 

第四回第四種優先株式   ― ―  
第六回第六種優先株式  ―  ―  

 ─ ―  ―  

残存授権株式の総数及び価
額の総額 

第四回第四種優先株式  ―  52  
第六回第六種優先株式  ―  46  

 ─ ―  99  

当事業年度の末日現在の未
行使割合（％） 

第四回第四種優先株式  ―  1.71  
第六回第六種優先株式  ―  1.52  

 ─ ―  1.62  

当期間における取得自己株
式 

第四回第四種優先株式  ―  ―  
第六回第六種優先株式  ―  ―  

 ─ ―  ―  

提出日現在の未行使割合
（％） 

第四回第四種優先株式  ―  1.71  
第六回第六種優先株式 ―  1.52  

 ─ ―  1.62  

区分 株式の種類  

当事業年度 当期間 

株式数（株） 処分価額の総額（億円） 株式数（株） 
処分価額の総
額（億円） 

引き受ける者の募集を行っ
た取得自己株式 

 ─ ― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自
己株式 

              ─ ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株
式 

 ─ ― ― ― ― 

その他 ─ ― ― ― ― 

保有自己株式数 ─ ― ― ― ― 
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３【配当政策】 
 当社は、毎期、着実に当期利益を積み上げ、成長のための資本基盤の維持・拡充を図るべく内部留保を行いつつ、
資本の有効活用の観点からＲＯＥ重視の経営を行い、株主の皆さまへの利益還元を検討してまいります。 
 当事業年度の普通株式年間配当金につきましては、上記の方針に基づき、連結業績や内部留保の状況等を勘案しつ
つ、１株につき前事業年度に比べ3,000円増額し、10,000円とさせていただきました。また、各種優先株式の年間配
当金につきましては、それぞれ所定の配当金とさせていただきました。 

  
 また、当社は、毎年９月30日を基準日として、会社法第454条第５項に定める中間配当を行うことができる旨を、
定款に定めておりますが、年間連結業績等を見極めた上で、年１回の配当とさせていただいております。 
 これらの剰余金の配当について、期末配当の決定機関は株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。 

  
 当事業年度の剰余金の配当は、以下の通りであります。 

  

４【株価の推移】 
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

決議年月日 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円）  

１株当たり配当額 
（円） 

  
平成20年６月26日 
第６期定時株主総会  

  

普通株式  113,922 10,000 
 第十一回第十一種優先株式 18,874 20,000 
 第十三回第十三種優先株式 1,100 30,000 

 合計 133,898 － 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 

最高（千円） 455.0 560.0 969.0 1,030.0 911.0 

最低（千円） 58.3 391.0 469.0 733.0 360.0 

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月 

最高（千円） 727.0 647.0 651.0 539.0 506.0 429.0 

最低（千円） 576.0 499.0 519.0 426.0 420.0 360.0 
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５【役員の状況】 
（平成20年６月26日現在） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

取締役社長 
(代表取締役) 

  前田 晃伸 昭和20年１月２日生 

昭和43年４月 株式会社富士銀行入行 
平成７年６月 取締役融資企画部長 
平成８年４月 取締役総合企画部長 
平成９年５月 常務取締役 
平成10年１月 常務取締役公共・金融グル

ープ長 
平成11年５月 常務取締役財務統轄役員 
平成13年５月 副頭取財務統轄役員（平成

14年３月まで） 
平成14年１月 株式会社みずほホールディ

ングス（現株式会社みずほ
フィナンシャルストラテジ
ー）取締役 

平成14年４月 取締役社長（平成19年４月
まで） 

平成15年１月 当社取締役社長（現職） 

平成19年
６月から
２年 

 普通株式 
113 

取締役副社長 
(代表取締役) 

財務・主計グ
ループ長 

塚本 隆史 昭和25年８月２日生 

昭和49年４月  株式会社第一勧業銀行入行 
平成14年４月 株式会社みずほコーポレー

ト銀行執行役員人事部長 
平成15年３月 当社常務執行役員リスク管

理グループ長兼人事グルー
プ長兼人材開発室長 

平成16年２月 常務執行役員リスク管理グ
ループ長兼人事グループ長 

平成16年４月 株式会社みずほコーポレー
ト銀行常務執行役員欧州地
域統括役員 

平成18年３月 常務取締役企画グループ統
括役員兼財務・主計グルー
プ統括役員 

平成19年４月 取締役副頭取 
平成20年４月 当社副社長執行役員財務・

主計グループ長 
平成20年４月 株式会社みずほフィナンシ

ャルストラテジー取締役社
長（現職） 

平成20年６月 当社取締役副社長財務・主
計グループ長（現職） 

平成20年
６月から
２年 

  普通株式 
37 

常務取締役 

企画グループ
長兼ＩＴ・シ
ステム・事務
グループ長 

本山 博史 昭和29年６月15日生 

昭和52年４月 株式会社日本興業銀行入行 
平成14年４月 株式会社みずほ銀行人事部副

部長 
平成14年12月 株式会社みずほコーポレート

銀行本店営業第九部長 
平成16年４月 執行役員IT・システム統括部

長 
平成19年４月 
  
  
平成19年６月 

当社常務執行役員企画グルー
プ長兼IT・システム・事務グ
ループ長 
常務取締役企画グループ長兼 
IT・システム・事務グループ
長（現職） 

平成19年
６月から
２年 

 普通株式 
2 

常務取締役 
内部監査部門
長 

森田 庸夫 昭和29年４月29日生 

昭和53年４月 株式会社富士銀行入行 
平成14年４月 株式会社みずほ銀行吉祥寺支

店長 
平成15年４月 当社管理部参事役 
平成15年７月 管理部審議役 
平成15年８月 管理部長 
平成18年３月 
平成20年４月 
平成20年６月 

執行役員管理部長 
常務執行役員内部監査部門長 
常務取締役内部監査部門長
（現職）  

平成20年
６月から
２年 

 普通株式 
13 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

取締役   齋藤  宏 昭和19年３月29日生 

昭和41年４月 株式会社日本興業銀行入行 
平成６年６月 取締役営業第六部長 
平成７年５月 取締役東京支店長 
平成９年２月 常務取締役 
平成11年６月 常務取締役コーポレートバン

キングユニット長 
平成12年６月 常務取締役 
平成12年９月 株式会社みずほホールディン

グス（現株式会社みずほフィ
ナンシャルストラテジー）常
務執行役員大企業・金融法人
ビジネスユニット長 

平成14年１月 取締役兼常務執行役員大企
業・金融法人ビジネスユニッ
ト長 

平成14年４月 取締役（平成19年４月まで） 
平成14年４月 株式会社みずほコーポレート

銀行取締役頭取（現職） 
平成15年１月 当社取締役（現職） 

平成19年
６月から
２年 

 普通株式 

29 

取締役   杉山 清次 昭和22年４月17日生 

昭和46年７月 株式会社日本勧業銀行入行 
平成11年６月 株式会社第一勧業銀行取締役

人事室長 
平成12年５月 常務取締役法人業務第一部長

カスタマー＆コンシューマー
バンキング・カンパニー担当 

平成12年６月 常務執行役員法人業務第一部
長カスタマー＆コンシューマ
ーバンキング・カンパニー担
当 

平成12年７月 常務執行役員カスタマー＆コ
ンシューマーバンキング・カ
ンパニー担当 

平成13年６月 株式会社みずほホールディン
グス常務執行役員資産運用・
信託ビジネスユニット長 

平成14年４月 株式会社みずほコーポレート
銀行常務執行役員コンプライ
アンス統括グループ統括役員 

平成14年６月 常務執行役員企画グループ統
括役員 

平成15年３月 当社副社長執行役員IT・シス
テム・事務グループ長 

平成15年６月 取締役副社長IT・システム・
事務グループ長 

平成16年３月 取締役（現職） 
平成16年３月 株式会社みずほ銀行取締役頭

取（現職） 
平成16年３月 株式会社みずほホールディン

グス（現株式会社みずほフィ
ナンシャルストラテジー）取
締役（平成19年４月まで） 

平成19年
６月から
２年 

 普通株式 

28 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

取締役   野見山 昭彦 昭和９年６月15日生 

昭和32年４月 日本鉱業株式会社入社 
昭和59年６月 取締役 
平成元年６月 常務取締役 
平成４年12月 株式会社日鉱共石常務取締役 
平成５年12月 株式会社ジャパンエナジー常

務取締役 
平成６年６月 専務取締役 
平成８年６月 代表取締役社長 
平成12年６月 代表取締役取締役会長兼社長 
平成14年４月 代表取締役取締役会長 
平成14年９月 新日鉱ホールディングス株式

会社代表取締役社長 
平成15年６月 代表取締役取締役会長  
平成18年６月 相談役（現職）  
平成19年６月 当社取締役（現職）  

平成19年
６月から
２年 

― 

取締役   大橋 光夫 昭和11年１月18日生 

昭和34年３月 株式会社三井銀行入行 
昭和36年12月 昭和電工株式会社入社 
昭和63年５月 総合企画部長 
平成元年３月 取締役総合企画部長 
平成５年３月 常務取締役 
平成７年３月 専務取締役 
平成９年３月 代表取締役社長 
平成17年１月 代表取締役会長 
平成17年６月 当社取締役（現職） 
平成19年３月 昭和電工株式会社取締役会長

（現職）  

平成19年
６月から
２年 

― 

取締役   安樂 兼光 昭和16年４月21日生 

昭和39年４月 日産自動車株式会社入社 
平成５年６月 取締役 
平成９年６月 常務取締役 
平成11年５月 代表取締役副社長 
平成12年４月 取締役副会長 
平成12年６月 副会長 
平成14年４月 日産不動産株式会社代表取締

役社長 
平成17年６月 相談役 
平成18年７月 日産ネットワークホールディ

ングス株式会社相談役（平成 
19年６月まで） 

平成19年６月 当社取締役（現職） 

平成19年
６月から
２年 

 普通株式 

6 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

常勤監査役
（常勤） 

  杉田 義明 昭和21年12月６日生 

昭和45年４月 
平成10年６月 

  
平成10年11月 
平成12年４月 
平成12年６月 
平成12年12月 

株式会社富士銀行入行 
取締役システム企画部長兼シ
ステム企画部新技術企画室長 
取締役システム企画部長  
取締役IT企画部長 
執行役員IT企画部長  
執行役員IT・システム部長  

平成14年４月 みずほフィナンシャルグルー
プ理事 

平成14年６月 株式会社みずほホールディン
グス執行役員IT・システム・
事務グループ長補佐 

平成15年３月 当社執行役員IT・システム・
事務グループ長補佐 

平成17年４月 常務執行役員IT・システム・
事務グループ長 

平成17年６月 株式会社みずほコーポレート
銀行監査役（平成18年３月ま
で） 

平成17年６月 当社常勤監査役（現職） 
平成17年６月 株式会社みずほホールディン

グス監査役（平成18年３月ま
で） 

平成17年
６月から
４年 

 普通株式 

33 

常勤監査役
（常勤） 

  宗岡 恒雄 昭和26年５月14日生 

昭和51年４月 株式会社日本興業銀行入行 
平成14年４月 株式会社みずほ銀行財務企画

部長 
平成16年４月 執行役員財務企画部長 
平成17年４月 
平成20年４月 

常務執行役員 
理事  

平成20年６月 当社常勤監査役（現職） 

平成20年
６月から
４年 

 普通株式 

8 
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 （注）１．取締役のうち、野見山 昭彦、大橋 光夫及び安樂 兼光の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。 

２．監査役のうち、野﨑 幸雄、関 正弘及び石坂 匡身の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ
ります。 

３．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

監査役 
（非常勤） 

  野﨑 幸雄 昭和６年８月19日生 

昭和31年４月 東京地方裁判所判事補任官 
平成４年３月 仙台高等裁判所長官 
平成５年３月 名古屋高等裁判所長官 
平成８年８月 退官 
平成８年10月 第一東京弁護士会入会 
平成９年６月 株式会社第一勧業銀行監査役

（平成14年３月まで） 
平成12年９月 株式会社みずほホールディン

グス監査役（平成15年３月ま
で） 

平成14年４月 株式会社みずほコーポレート
銀行監査役（現職） 

平成15年１月 当社監査役（現職） 
平成18年３月 株式会社みずほ銀行監査役

（現職） 

平成19年
６月から
４年 

 普通株式 

60 

監査役 
（非常勤） 

  関  正弘 昭和９年９月11日生 

昭和34年４月 デロイト・ハスキンズ・アン
ド・セルズ会計士事務所（東
京）入所 

昭和62年６月 東京事務所総代表 
平成２年２月 監査法人トーマツ国際担当専

務代表社員 
平成９年６月 日本公認会計士協会主任研究

員 
平成12年10月 国際大学大学院客員教授 
平成13年４月 大学院教授（平成16年３月ま

で） 
平成14年６月 ＮＰＯ法人国際会計教育協会

会長（平成18年６月まで） 
平成16年４月 関公認会計士事務所開業 
平成18年６月 ＮＰＯ法人国際会計教育協会

最高顧問（現職）  
平成18年６月 当社監査役（現職） 

平成18年
６月から
４年 

 普通株式 

1 

監査役 
（非常勤） 

  石坂 匡身 昭和14年12月５日生 

昭和38年４月 大蔵省入省 
平成５年６月 理財局長 
平成６年７月 環境庁企画調整局長 
平成７年７月 事務次官 
平成８年７月 自動車保険料率算定会副理事

長 
平成10年７月 石油公団副総裁 
平成16年３月 顧問 
平成16年７月 社団法人日本損害保険協会副

会長 
平成19年９月 財団法人大蔵財務協会理事長

（現職） 
平成20年６月 当社監査役（現職） 

平成20年
６月から
４年 

 普通株式 

24 

        計   
 普通株式 

354 
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地位 氏名 担当 

社長 前田 晃伸 業務執行統括 

副社長執行役員 塚本 隆史 業務執行統括補佐、財務・主計グループ長 

常務執行役員 本山 博史 企画グループ長兼ＩＴ・システム・事務グループ長 

常務執行役員 森田 庸夫 内部監査部門長 

常務執行役員 齊藤    肇 
リスク管理グループ長兼人事グループ長兼コンプライアンス統括
グループ長 

執行役員 村上 政徳 コーポレート・コミュニケーション部長 

執行役員 広井 秀美 グループ戦略部長 

執行役員 岡部 俊胤  秘書室長 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
 当社グループは、経営体制のスリム化とスピード経営の実践に努めるとともに、社外取締役の招聘等によりコ
ーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。今後も引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指す
とともに、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、
社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行してまいります。 

  
 また、当社グループは、「みずほの企業行動規範」を制定し、以下の基本方針を定めております。 
・社会的責任と公共的使命 
  日本を代表する総合金融グループとして、社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、自己責任に基づく 
 健全な経営に徹します。また、社会とのコミュニケーションを密にし、企業行動が社会常識と調和するよう 
 努めます。 
・お客さま第一主義の実践 
  お客さまを第一と考え、常に最高のサービスを提供します。また、お客さまの信頼を得ることが、株主、地 
 域社会その他全てのステークホルダー（利害関係者）から信頼を得るための基盤と考えます。 
・法令やルールの遵守 
  あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行し 
 ます。また、国際ルールや世界の各地域における法律の遵守はもちろん、そこでの慣習・文化を尊重します。 
・人権の尊重 
  お客さま、役員および社員をはじめ、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重して行動するとともに、人権尊 
 重の精神に溢れた企業風土を築き上げます。 
・反社会的勢力との対決 
  市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。 

(2)会社の機関内容 
 当社グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下
で、顧客セグメント別・機能別の法的分社経営を行い、グループ各社の専門性向上とお客さまニーズへの適応力
強化を一段と進めることで、企業価値の極大化に取り組んでおります。 

（取締役および取締役会） 
当社の取締役会は、９名により構成し、当社並びにグループの経営方針その他の重要事項を決定するととも
に、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。なお、社外取締役３名が業務執行から独立した立場
で取締役会に加わることにより、取締役会の経営監督機能の一層の強化を図っております。 
さらに、取締役人事及び報酬に対する透明性・客観性を確保する観点から、社外取締役を含めた取締役を構成
員とする指名委員会、報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。 

（監査役） 
当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役５名のうち３名は社外監査役であり、このうち１名は、米国
法上開示事項とされている財務専門家の要件を満たしております。監査役会は、監査に関する重要な事項につい
て報告を受け、協議または決議を行っております。 

（業務執行） 
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。 
 業務執行においては、社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当社の
業務を統括しております。 
 なお、社長の諮問機関として経営会議を設置し業務執行に関する重要な事項を審議するとともに、以下の経営
政策委員会を設置し各役員の担当業務を横断する全社的な諸問題について総合的に審議・調整を行っておりま
す。 
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 ＜経営政策委員会＞ 
○ポートフォリオマネジメント委員会 
  ポートフォリオの基本方針や、その運営に関する審議・調整およびポートフォリオモニタリング等を行っ 
  ております。 

○ＡＬＭ・マーケットリスク委員会 
  ＡＬＭに係る基本方針やリスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理に関する審議・調整および実 
  績管理等を行っております。 

○コンプライアンス委員会 
  外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１名）が特別委員として参加し、コンプライアンス統括や反社会 
   的勢力への対応、事故処理に関する審議・調整等を行っております。 

○情報管理委員会 
  情報管理に関する各種施策の推進状況や情報セキュリティにかかるリスク管理、個人情報保護法対応、情 
  報管理に関する各種規程類等についての審議・調整等を行っております。 

○ディスクロージャー委員会 
  情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する事項の審議・調整等を行っております。 

○ＣＳＲ委員会 
  ＣＳＲに関する各種施策の取組み状況や要対応事項、取組み方針、開示報告書に関する審議・調整等を行 
  っております。 

また、経営政策委員会とは別に、特定の諸課題について以下の５つの委員会を設置し、それぞれの所管する業
務について、協議、周知徹底、推進を行っております。  
 ○事業継続管理委員会 
   「事業継続管理の基本方針」に関わる業務運営についての方針の協議、周知徹底、推進を行っておりま 
    す。 

 ○人権啓発推進委員会 
   人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。 

 ○障害者雇用促進委員会 
   障害者の雇用ならびに職場定着推進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。 

 ○社会貢献委員会 
   社会貢献活動に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。 

 ○環境問題委員会 
   地球環境問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。 

（内部監査部門等） 
当社は、社長傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会
の決定した基本方針に基づき、監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項につい
ては、すべて取締役会に報告しております。 
なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査部門を被監査部門から分離のう
え、業務監査委員会傘下の独立部門としております。 

業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１
名）が特別委員として参加しております。 
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＜当社のコーポレート・ガバナンス体制＞ 

    (3)取締役の定数 
         当社の取締役は、15名以内とする旨、定款に定めております。 

    (4)取締役の選解任の決議要件 
  当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の解任決議について
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行う旨、定款に定めております。 

 (5)自己の株式の取得の決定機関 
 当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めてお
ります。 これは、将来の機動的な資本政策の実施に備えるものであります。 

(6)中間配当の決定機関 
 当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式
質権者及び端株原簿に記載または記録された端株主に対し、中間配当を行うことができる旨、定款に定めており
ます。これは、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 

(7)株主総会及び種類株主総会の特別決議要件 
 当社は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。また、種類株主総会の
特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うこと
を目的とするものであります。 
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(8)内部統制の仕組み 
 （内部統制システムについての基本的な考え方および整備状況） 

当社グループでは、業務運営部門における自店検査に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署
によるモニタリング等にて牽制機能を確保するとともに、業務運営から独立した業務監査委員会のもとで内部監
査部門に属する内部監査所管部署が内部監査を実施することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保してお
ります。 
なお、当社グループでは、情報管理の重要性を踏まえ、関連規程の整備を行い、情報管理委員会及び担当組織
の設置といったグループ経営管理体制を構築するとともに、情報セキュリティ管理に係る外部認証を取得するな
ど、情報管理体制の強化を推進しております。 
 また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図ってお
ります。 

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況） 
当社グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、
「みずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決す
る、との基本方針を定めております。 
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプラ
イアンスの遵守状況を一元的に把握、管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との
対決」をグループ共通の重点施策として位置付けております。 
また、主要グループ会社においては、対応統括部署や不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や
研修実施等の体制整備に努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、公明正大に対処して
おります。 

＜みずほフィナンシャルグループの内部統制の仕組み＞ 

(9)内部監査、監査役監査及び会計監査の状況 
当社は、内部監査のための組織として、監査業務部(専任スタッフ12名）を設置し、取締役会で定める内部監査
の基本方針及び内部監査規程に基づき当社の内部監査を実施するとともに、主要グループ会社からの内部監査の
結果や問題点のフォローアップ状況等の報告に基づいて各社の内部監査と内部管理体制を検証することにより、
主要グループ会社における内部監査の実施状況を一元的に把握・管理しております。 
当社及び主要グループ会社の内部監査の結果については、担当役員である内部監査部門長が定期的及び必要に
応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。 

監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等から事業の報告を聴取するとともに、重要書類の
閲覧、監査業務部や子会社、会計監査人からの報告聴取等を実施することにより、業務および財産の状況調査を
行い、取締役の職務執行を監査しております。 

なお、当社では、監査業務部、監査役及び会計監査人は、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監
査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係強化に努めております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、松村直季、江見睦生、茂木哲也、三浦昇の計４名であり、新日
本監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しておりま
す。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのな
いよう措置をとっております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士補等７名、その
他33名であります。 

8411/2008年-94-



(10)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 
当社と、社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき利害関係はありません。 

（11）社外取締役・社外監査役との責任限定契約 
当社は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役及び社外監査
役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円と法令が規定する額とのいずれか高い額
を限度とする旨の契約を社外取締役及び社外監査役と締結しております。 

(12)役員報酬の内容 
当社の取締役に対する報酬額及び監査役に対する報酬額は、以下のとおりであります。 

取締役に対する報酬額         214百万円 
監査役に対する報酬額         88百万円 
（うち社外役員に対する報酬額 86百万円） 

（注）上記以外に、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額として、取締役131百万円 
監査役22百万円を計上しております。 
なお、社外役員に対する役員退職慰労引当金繰入額はありません。 
また、役員賞与はありません。 

(13)監査報酬の内容 
 当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬
額及び左記以外に係る報酬額は、以下のとおりであります。 

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬額   3,742百万円 
 上記以外に係る報酬額                     159百万円 
「上記以外に係る報酬額」には、内部統制構築に係る助言業務等が含まれております。 
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